
「
阿
輩
難
弥
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
　
に
つ
い
て

－
七
世
紀
の
君
主
号
－

は
　
じ
　
め
　
に

近
　
　
藤
　
　
志
　
　
帆

「
天
皇
」
は
、
古
代
以
来
の
日
本
に
お
け
る
君
主
号
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
君
主
号
と
し
て
の
成
立
・
始
用
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
日
本

古
代
国
家
の
君
主
制
、
ひ
い
て
は
「
天
皇
」
を
君
主
と
し
た
日
本
古
代
国
家
そ
の
も
の
の
成
立
と
不
可
分
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
「
天
皇
」
を

君
主
号
と
し
て
採
用
し
た
意
識
の
解
明
は
、
同
じ
よ
う
に
日
本
古
代
国
家
の
君
主
と
古
代
国
家
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
支
配
階
級
の
意
識
を
探

る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。

（1）

そ
の
た
め
、
「
天
皇
」
号
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
君
主
号
か
ら
の
変
遷
を
含
め
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
君
主

号
の
変
化
は
、
そ
の
称
号
を
冠
す
る
君
主
と
そ
の
王
権
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
要
因
と
し
て
列
島
内
の
政
治
状
況
の
変
化

、
へ
・
、

と
対
外
関
係
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
金
石
文
史
料
の
評
価
を
加
え
て
、
「
天
皇
」
号
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
①
欽
明
朝
成
立
説
、

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

②
推
古
朝
成
立
説
、
③
大
化
改
新
時
成
立
説
、
④
天
智
朝
成
立
説
、
⑤
天
武
・
持
統
朝
成
立
説
、
⑥
大
宝
律
令
制
定
時
成
立
説
、
な
ど
が
提
唱
さ

れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
天
武
・
持
統
朝
成
立
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
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一
方
、
「
天
皇
」
　
の
和
訓
が
　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
天
皇
」
号
の
成
立
に
つ
い
て
の
研
究
に
比
べ
れ

ば
、
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
の
君
主
号
と
し
て
の
成
立
に
つ
い
て
の
関
心
は
高
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
近
年
は
、
「
天
皇
」
　
号
同
様
、

（8）

「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
号
も
天
武
・
持
統
朝
に
成
立
し
た
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
語
義
は
、
従
来
の
　
「
統
ぶ
」
　
で
は
な
く
、
「
澄
む
」

、
q
・
、

に
由
来
す
る
、
君
主
の
政
治
的
・
宗
教
的
に
聖
別
さ
れ
た
神
的
超
越
性
を
あ
ら
わ
す
特
殊
な
尊
称
と
す
る
理
解
が
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
「
天
皇
し
ー
　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
以
前
の
君
主
号
と
し
て
　
「
大
王
」

「
オ
オ
キ
ミ
」
　
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
今
日
異
論
は
な

（10）

い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
移
行
過
程
に
つ
い
て
は
、
「
帝
」
・
「
天
王
」
　
な
ど
の
称
号
が
使
用
さ
れ
た
と
す
る
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

じ
移
行
過
程
に
現
れ
た
も
の
と
し
て
議
論
を
呼
ん
で
き
た
も
の
に
、
『
隋
書
』
に
見
え
る
　
「
阿
輩
難
弥
」
　
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
　
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
大
王
」
－
「
オ
オ
キ
、
、
、
」
　
か
ら
　
「
天
皇
」
－
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
へ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
現
れ
た
、
あ
る
い
は
現
れ
た
と
さ

れ
る
君
主
号
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
「
天
皇
」
－
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
成
立
の
前
史
に
つ
い
て
の
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

33

一
　
「
帝
」
と
「
天
王
」

「
大
王
」
か
ら
「
天
皇
」
　
へ
の
移
行
過
程
に
、
「
帝
（
帝
王
・
帝
皇
・
皇
帝
）
」
号
が
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
た
の
は
、
渡
辺
茂
氏
で
あ
る
。
氏
は
、

古
事
記
序
文
や
懐
風
藻
序
文
に
　
「
天
皇
」
と
と
も
に
　
「
聖
帝
」
　
「
皇
帝
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
、
津
田
左
右
吉
が
　
「
天
皇
考
」

で
述
べ
て
以
来
有
力
な
学
説
と
な
っ
て
い
た
推
古
朝
成
立
説
が
い
う
よ
う
に
、
推
古
朝
に
　
「
天
皇
」
号
が
公
式
に
制
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
約

一
世
紀
く
だ
っ
た
『
日
本
書
紀
』
の
時
代
に
お
い
て
な
お
、
「
皇
帝
」
　
と
　
「
天
皇
」
　
が
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
が
た
い
と
さ
れ
、
君
主



号
と
し
て
の
　
「
天
皇
」
　
号
の
成
立
を
天
武
・
持
統
朝
に
求
め
ら
れ
た
。

「
天
皇
」
号
の
成
立
を
天
武
・
持
統
朝
と
さ
れ
た
氏
の
見
解
が
、
今
日
有
力
な
学
説
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前

段
階
に
、
「
帝
」
号
の
使
用
を
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
氏
が
、
「
帝
」
号
使
用
の
根
拠
と
さ
れ
た
古
事
記
・
懐
風
藻

そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
で
あ
る
が
、
古
事
記
そ
の
も
の
の
編
纂
は
天
武
朝
に
始
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
序
文
の
成
立
は
、
序
文
結
び
に
記
さ
れ
た

「
和
銅
五
年
正
月
廿
八
日
」
を
大
幅
に
さ
か
の
ぼ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
懐
風
藻
序
文
も
、
そ
れ
が
成
立
し
た
の
は
、
そ
の
結
び
に
　
「
千
時
天

平
勝
宝
三
年
歳
在
辛
卯
冬
十
一
月
也
」
と
あ
る
時
を
そ
う
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
古
事
記
序
文
・
懐
風
藻
序
文
の
成

立
は
、
と
も
に
大
宝
律
令
制
定
後
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
　
「
帝
」
　
「
帝
王
」
　
「
皇
帝
」
　
な
ど
は
、
令
に
規
定
さ
れ
た
　
「
皇

帝
」
　
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
大
宝
令
に
は
、
「
天
皇
」
　
号
も
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
帝
」
　
「
帝
王
」

「
皇
帝
」
　
な
ど
の
称
号
が
　
「
天
皇
」
　
に
先
立
つ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
天
皇
」
号
成
立
以
前
の
　
「
帝
」
号
使
用
に

疑
問
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
「
大
王
」
　
号
に
つ
い
て
は
氏
も
そ
の
使
用
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
、
「
大
王
」
　
か
ら
　
「
天
皇
」
　
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に

な
る
。次

に
、
「
天
皇
」
号
成
立
以
前
に
　
「
天
王
」
号
の
使
用
を
想
定
さ
れ
る
の
は
、
角
林
文
雄
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、

以
下
の
三
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

第
一
は
、
高
句
麗
、
新
羅
、
百
済
の
王
が
　
「
大
王
」
　
ま
た
は
　
「
太
王
」
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
史
料
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
倭
国
の
王
は
、

五
世
紀
以
来
、
百
済
を
従
属
関
係
に
置
く
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
倭
王
が
百
済
王
と
同
じ
　
「
大
王
」
を
名
乗
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
倭
王
は
百

済
王
と
対
等
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
主
張
し
た
に
す
ぎ
ず
、
称
号
上
な
ん
ら
従
属
関
係
が
明
確
に
な
ら
な
い
。
従
っ
て
倭
王
が
　
「
大
王
」
を
名
乗
っ

て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
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第
二
は
、
「
大
王
」
　
の
史
料
と
さ
れ
て
い
た
江
田
船
山
古
墳
出
土
太
刀
、
お
よ
び
隅
田
八
幡
宮
所
蔵
鏡
の
銘
文
に
関
し
て
、
従
来
の
解
釈
に
は

疑
問
が
あ
る
。

第
三
は
、
推
古
朝
遺
文
に
お
い
て
す
で
に
　
「
大
王
」
　
は
普
通
の
皇
子
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
万
葉
集
』
で
も
「
大
王
」

は
君
主
に
も
皇
子
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
　
「
大
王
」
　
が
君
主
に
も
皇
子
に
も
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
古
朝
以
来
一
貫
し

て
い
る
。
仮
に
、
推
古
朝
よ
り
以
前
の
段
階
で
君
主
の
み
が
　
「
大
王
」
を
名
乗
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
推
古
朝
に
至
っ
て
、
な
ぜ
、
皇
子
ま
で
も

「
大
王
」
　
を
名
乗
る
に
至
っ
た
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
氏
は
、
「
大
王
」
　
か
ら
　
「
天
皇
」
　
へ
と
い
う
定
説
は
否
定
す
る
べ
き
で
あ
り
、
推
古
朝
を
境
と
し
て
　
「
天
王
」
　
か
ら
、
よ
り
宗
教

的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
「
皇
」
字
を
使
用
し
た
　
「
天
皇
」
　
に
変
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
天
王
＝
テ
ン
オ
ウ
」
と
い

う
称
号
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
天
皇
」
と
い
う
称
号
は
読
み
を
変
更
し
な
く
て
も
、
「
王
」
字
を
「
皇
」
字
に
変
更
す
る
だ
け
で
、
君
主
号

の
変
遷
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
出
来
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
角
林
氏
が
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
第
二
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
氏
は
江
田
船
山
古
墳
出
土
太
刀
と
隅
田
八

幡
宮
所
蔵
鏡
の
銘
文
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
点
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
一
九
七
八
　
（
昭
和
五
十
三
）
　
年
に
発
見
さ
れ
た
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
に
よ
り
、
「
辛
亥
年
」
　
つ
ま
り
四
七
一
年
、
五
世
紀
に
は
　
「
大

王
」
と
い
う
称
号
が
倭
国
内
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
角
林
氏
の
第
二
の
理
由
と
と
も
に
、
第
一
の
点
も
成

立
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
第
三
の
理
由
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
角
林
氏
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
　
「
大
王
」
　
の
用
例
と
し
て
、
弓
削
皇
子
（
二
－
二
〇
四
）
、
長

皇
子
　
（
三
－
二
三
九
）
、
新
田
部
皇
子
　
（
三
－
二
六
一
）
　
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
　
「
天
皇
」
　
号
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が
確
実
に
律
令
に
規
定
さ
れ
た
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
「
天
皇
」
　
号
成
立
以
前
に
は
皇
子
女
に
対
し

て
　
「
大
王
」
　
「
オ
ホ
キ
ミ
」
を
使
用
し
た
例
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
そ
れ
は
　
「
天
皇
」
号
成
立
以
前
に
は
　
「
大
王
」

「
オ
ホ
キ
、
、
、
」
　
は
君
主
に
対
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
角
林
氏
は
推
古
朝
遺
文
と
し
て
天
寿
国
繍
帳

銘
を
あ
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
、
尾
張
王
を
　
「
大
王
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
推
古
朝
に
は
　
「
大
王
」
　
が
君
主
以
外
の
皇
子
女
に
も
使
用
さ
れ
て

い
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
寿
国
繍
帳
の
製
作
年
代
は
推
古
朝
を
く
だ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
仮
に
天
寿
国
繍

帳
が
推
古
朝
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
銘
文
に
は
　
「
天
皇
」
　
号
も
見
ら
れ
る
の
で
、
「
天
皇
」
　
号
成
立
以
前
に
皇
子
女
が
　
「
大
王
」
　
と
称

さ
れ
た
例
は
な
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
『
万
葉
集
』
の
場
合
と
変
わ
り
な
い
。

で
は
、
君
主
に
対
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
　
「
大
王
」
　
（
オ
ホ
キ
、
、
、
）
　
が
な
ぜ
君
主
以
外
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理

、
＝
、

由
は
、
新
た
に
君
主
の
称
号
と
し
て
天
皇
号
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
下
降
現
象
と
捉
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
、

君
主
号
と
し
て
の
　
「
大
王
」
　
号
の
使
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
角
林
氏
が
い
わ
れ
る
　
「
天
王
」
号
の
使
用
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
王
」
と
い
う
記
述
が
で
て
く
る
史
料
は
、
『
日
本
書
紀
』

雄
略
五
年
七
月
条
の
　
「
百
済
新
撰
云
、
辛
丑
年
、
蓋
歯
王
達
二
弟
昆
支
君
一
、
向
二
大
倭
一
、
侍
二
天
王
一
。
以
伸
一
兄
王
之
好
一
也
」
　
と
、
雄
略
二
十
三

年
四
月
条
の
　
「
百
済
文
斤
王
弟
。
天
王
、
以
二
昆
支
王
五
子
中
、
第
二
末
多
王
、
幼
年
聴
明
一
、
勅
喚
一
内
裏
二
　
で
、
こ
の
　
「
天
王
」
　
は
い
ず
れ
も

雄
略
天
皇
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
雄
略
紀
二
年
七
月
条
に
も
う
一
ヶ
所
引
か
れ
た
『
百
済
新
撰
』
に
は
　
「
百
済
新
撰
云
、
己
巳
年
、

蓋
歯
王
立
。
天
皇
遭
二
阿
稽
奴
脆
一
、
（
以
下
略
）
」
　
と
あ
り
、
「
天
皇
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
側
の
史
料
に
出
て
く
る
　
「
天
王
」
　
は

（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

全
く
断
片
的
で
、
そ
の
用
法
に
は
一
貫
性
が
な
く
、
「
天
皇
」
　
の
略
敬
と
解
す
る
か
、
「
天
皇
」
を
簡
便
に
　
「
天
王
」
と
書
い
た
と
す
る
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
金
石
文
史
料
に
は
　
「
天
王
」
　
号
が
み
え
な
い
こ
と
も
、
「
天
皇
」
　
号
以
前
の
君
主
号
と
し
て
の
　
「
天
王
」
　
の
使
用
を
疑
う
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根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
大
王
」
号
の
使
用
が
確
実
に
な
っ
た
以
上
、
仮
に
　
「
天
王
」
号
の
使
用
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
い
つ
、
ど
の
よ

う
な
事
情
に
よ
っ
て
　
「
大
王
」
　
か
ら
　
「
天
王
」
　
へ
の
変
更
が
行
わ
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
か
ら
、
「
大
王
」
1
「
帝
」
1
「
天
皇
」
　
と
変
遷
し
た
と
す
る
理
解
も
、
君
主
号
と
し
て
の
　
「
大
王
」
号
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
天
王
」

か
ら
　
「
天
皇
」
　
へ
移
行
し
た
と
す
る
理
解
も
と
も
に
説
得
性
に
欠
け
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
り
、
通
説
の
よ
う
に
、
古
代
の
君
主
号
は
　
「
大
王
」

か
ら
　
「
天
皇
」
　
へ
と
移
行
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

二
　
「
阿
輩
難
弥
」
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」

次
に
、
『
晴
書
』
に
見
え
る
　
「
阿
輩
難
弥
」
　
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
　
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
、
関
連
史
料
を
あ
げ
る
。

『
隋
書
』
巻
八
十
一
、
東
夷
伝
倭
国
条
。

（
上
略
）
　
開
皇
二
十
年
、
倭
王
姓
阿
毎
、
字
多
利
思
比
孤
、
号
画
輩
難
弥
∴
　
遣
レ
使
詣
レ
閑
、
上
令
二
所
司
一
訪
一
其
風
俗
一
、
使
者
言
、
倭

王
以
レ
天
為
レ
兄
、
以
レ
日
為
レ
弟
、
天
未
レ
明
時
、
出
聴
レ
政
、
蜘
映
坐
、
日
出
便
停
二
理
務
一
、
云
レ
委
二
我
弟
一
、
高
祖
日
、
比
太
無
二
義
理
「

於
レ
是
訓
令
レ
改
レ
之
、
（
下
略
）

大
業
三
年
、
其
王
多
利
思
比
孤
、
遣
レ
使
朝
貢
、
（
中
略
）
　
其
国
書
目
、
目
出
処
天
子
、
致
一
書
日
没
処
天
子
l
、
無
レ
志
云
々
、
帝
覧
レ
之

不
レ
悦
、
謂
商
腰
卿
一
日
、
蛮
夷
書
有
無
レ
礼
者
一
、
勿
二
復
以
聞
一
、
（
下
略
）

『
通
典
』
巻
百
八
十
五
、
辺
防
一
東
夷
上
倭

（
上
略
）
晴
文
帝
開
皇
二
十
年
、
倭
王
姓
阿
毎
、
名
多
利
思
比
孤
、
其
国
号
一
阿
輩
難
弥
l
、
華
言
天
児
也
、
遣
レ
使
詣
レ
開
、
（
下
略
）
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な
お
、
唐
か
ら
日
本
へ
の
国
書
に
は
　
「
勅
二
日
本
国
王
、
主
明
楽
美
御
徳
一
。
彼
礼
儀
之
国
、
神
霊
所
レ
挟
、
槍
漠
往
来
、
未
二
普
為
7
患
」
　
（
『
唐

丞
相
曲
江
張
先
生
文
集
』
巻
七
　
「
勅
日
本
国
王
書
」
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
は
唐
に
対
し
て
は
、
そ
の
君
主
号
を
　
「
主
明
楽
美
御
徳
」
、
す
な

わ
ち
　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
智
八
　
（
六
六
九
）
　
年
以
来
三
十
年
の
空
白
を
経
て
大
宝
元

（
七
〇
一
）
　
年
に
任
命
さ
れ
た
遣
唐
使
が
、
律
令
と
新
た
な
国
号
「
日
本
」
　
の
制
定
を
唐
朝
に
報
告
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
と
い
う
新
た
な
君
主
号
も
こ
の
時
に
唐
朝
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
「
阿
輩
雛

弥
」
　
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
は
、
ま
さ
に
対
隋
外
交
に
お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
上
で
、
『
晴
書
』

開
皇
二
十
（
六
〇
〇
）
年
の
記
事
に
見
え
る
、
「
阿
輩
難
弥
」
　
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
　
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
「
阿
輩
難
弥
」
　
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
の
訓
み
は
「
オ
オ
キ
ミ
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
「
ア
メ
キ
ミ
」
と
す
る
考
え
も
提
唱
さ
れ

（田）

て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
君
主
の
　
「
称
号
」
　
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
、
「
オ
オ
キ
ミ
」
と
す
る
な
ら
ば
、
倭
国
内
で
使
用
さ
れ
て
い
た
称
号
を
そ
の
ま
ま
隋
に
示
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
ア
メ
キ
ミ
」
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
が
倭
国
内
で
一
般
的
に
大
王
の
称
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
確
実
な
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
隋
と
の

外
交
に
際
し
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
　
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
を
倭
王
の
実
際
の
名
、
実
在
す
る
倭

王
の
名
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
遣
使
当
時
の
大
王
で
あ
っ
た
推
古
女
帝
に
否
定
す
る
な
ら
ば
、
「
比
孤
」
と
い
う
男
性
表
現
や
王
妻
の
存

在
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
王
妻
に
つ
い
て
の
記
述
を
一
般
的
な
事
柄
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
て
も
、
「
比
弧
」
と
い

う
男
性
表
現
と
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
を
聖
徳
太
子
な
ど
に
比
定
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
、

遣
使
当
時
の
大
王
で
は
な
い
人
物
を
大
王
と
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
を
倭
王
の
実
際
の
名
、
実
在
す
る
倭
王
の
名
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
倭
王
の
称
号
で

（15）

あ
っ
た
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
外
臣
が
中
国
に
遣
使
す
る
時
の
国
書
形
式
で
は
　
「
国
名
＋
王
＋
名
」
と
記
す
こ
と
か
ら
、
倭
国

の
使
者
が
倭
王
の
称
号
と
し
て
述
べ
た
も
の
を
、
隋
側
が
姓
名
と
解
し
た
も
の
と
し
て
、
「
阿
輩
難
弥
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
全
体
を
当
時
の
倭
王

の
称
号
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
を
実
際
の
倭
王
の
名
、
実
在
す
る
倭
王
の
名

と
解
す
る
こ
と
に
よ
る
先
述
し
た
よ
う
な
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
最
近
で
は
、
多
く
の
論
者
が
こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

た
だ
そ
の
場
合
、
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
が
倭
国
内
で
君
主
号
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
史
料
が
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
「
ア

メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
倭
国
か
ら
の
使
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（16）

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
　
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
山
尾
幸
久
氏
は
、
欽
明
天
皇

（
ア
メ
ク
ニ
オ
シ
バ
ル
キ
ヒ
ロ
ニ
ハ
）
　
に
お
い
て
初
め
て
現
わ
れ
る
　
「
天
」
　
（
ア
メ
）
　
を
含
む
和
風
誼
号
の
存
在
、
『
隋
書
』
「
倭
王
以
レ
天
為
レ
兄
、

以
レ
日
為
レ
弟
」
　
に
見
え
る
倭
国
独
自
の
　
「
天
」
観
念
－
中
国
で
は
、
「
天
」
は
思
想
と
し
て
純
化
さ
れ
た
絶
対
的
な
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
、
倭

国
の
そ
れ
は
そ
こ
に
祖
先
の
神
々
が
す
む
世
界
で
あ
り
、
人
間
界
と
の
接
点
を
失
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
！
、
そ
し
て
推
古
朝
の
政
治
形
態

お
よ
び
政
治
思
想
に
朝
鮮
三
国
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
り
、
そ
の
三
国
の
王
家
が
天
孫
降
臨
の
始
祖
神
話
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
次
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
継
体
朝
頃
か
ら
倭
国
独
自
の
　
「
天
」
観
念
を
ふ
ま
え
て
大
王
家
の
始
祖
説
話
と
し
て
の
天
孫
降
臨
神
話
の
原
形
が

あ
り
、
推
古
朝
に
お
い
て
、
そ
れ
が
伴
造
の
奉
仕
由
来
譜
と
し
て
大
王
即
位
儀
礼
な
ど
で
諦
唱
さ
れ
、
宮
廷
神
話
が
体
系
化
・
固
定
化
さ
れ
て
い

く
な
か
で
、
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
は
降
臨
し
た
天
孫
を
意
味
す
る
　
「
あ
ま
く
だ
ら
れ
た
お
か
た
」
　
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
語
で
あ
っ
た
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
は
、
倭
国
独
自
の
　
「
天
」
観
念
と
、
そ
れ
を
背
景
に
も
つ
天
孫
降
臨
神
話
に
よ
っ
て
、

倭
国
の
大
王
の
特
性
を
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
通
典
』
に
あ
る
　
「
華
言
天
児
也
」
と
も
通
じ
る
の
で
あ
り
、
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「
華
言
天
児
也
」
と
は
、
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
倭
国
の
使
者
が
説
明
し
た
大
王
の
特
性
を
、
中
国
側
が
端
的
に
表
し
た
も
の

と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
遣
隋
使
派
遣
当
時
の
倭
国
王
の
称
号
は
厳
密
に
は
　
「
阿
輩
難
弥
」
　
で
あ
り
、
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
と
は
、
倭
国
独
自
の
　
「
天
」
観

念
と
、
そ
れ
を
背
景
に
も
つ
天
孫
降
臨
神
話
に
由
来
す
る
大
王
の
特
性
に
つ
い
て
倭
国
の
使
者
が
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
『
隋
書
』
が
　
「
阿
輩
難
弥
」
　
の
み
を
号
と
し
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
、
倭
国
内
で
、
君
主
号
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示

す
確
実
な
史
料
が
な
い
　
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
が
、
隋
と
の
外
交
の
場
で
語
ら
れ
、
陪
側
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
隋
側
は
そ
れ
を
倭

（げ）

王
の
　
「
姓
名
」
　
と
　
「
誤
解
」
　
し
た
の
で
あ
る
が
）
事
情
が
理
解
で
き
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
、
開
皇
二
十
年
の
遣
使
に
あ
た
り
、
そ
れ
ま
で
の
対
中
国
外
交
で
用
い
て
き
た
　
「
倭
王
」
　
「
倭
国
王
」
　
で
は
な
く
、
「
阿
輩
雛
弥
」

と
い
う
独
自
の
称
号
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
隋
と
の
国
交
を
開
く
に
あ
た
り
、
倭
国
は
五
世
紀
の
、
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
時
代
の
よ
う
な
鮒

封
を
受
け
る
と
い
う
関
係
を
改
め
、
朝
貢
は
す
る
が
勝
封
は
受
け
な
い
と
い
う
新
た
な
関
係
を
隋
と
の
間
に
設
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
、
隋

の
勝
封
を
受
け
て
い
る
朝
鮮
半
島
の
三
国
に
対
し
て
、
中
国
と
の
関
係
に
お
け
る
独
自
性
、
優
位
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
倭
国
の
対
朝
鮮
半
島

（18）

政
策
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
石
母
田
正
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
関
係
の
設
定
を
示
唆
す

る
と
い
う
意
図
が
、
肪
封
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
　
「
倭
王
」
　
「
倭
国
王
」
と
い
う
称
号
で
は
な
く
、
新
た
な
称
号
を
用
い
る
こ
と
に
さ
せ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
大
業
三
　
（
六
〇
七
）
年
の
記
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
「
其
王
多
利
思
比
孤
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
阿
毎
多
利
思

比
孤
」
を
倭
王
の
姓
名
と
解
し
た
開
皇
二
十
年
の
記
事
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
な
い
。
こ
の
記
事
で
最
も
注

目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
腸
帝
に
宛
て
た
国
書
で
、
隋
皇
帝
腸
帝
を
「
天
子
」
と
称
す
る
と
同
時
に
、
倭
王
自
ら
も
「
天
子
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
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で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
、
隋
皇
帝
に
対
す
る
の
と
同
じ
君
主
号
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
倭
王
が
晴
皇
帝
と
自
ら
を
同
列
に
位
置
づ

け
た
も
の
と
見
な
し
、
い
わ
ゆ
る
対
等
外
交
を
目
指
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
倭
国
か
ら
隋
へ
の
遣
使
は
、
あ
く
ま
で
も
隋
を
頂

（

1

9

）

　

　

　

　

（

釦

）

点
と
し
た
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
　
（
肪
封
体
制
）
　
へ
の
参
入
で
あ
り
、
「
朝
貢
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
西
嶋
定
生
氏
や
石
母
田
氏
が
早
く
指
摘
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
見
、
晴
皇
帝
と
同
列
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
な
　
「
天
子
」
　
と
い
う
称
号
を
自
称
し
た
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
開
皇
二
十
年
の
遣
使
の
際
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
、
朝
貢
は
す
る
が
肪
封
は
受
け
な
い
と
い
う
方
針
を
、
隋
側
に
い
っ
そ
う

明
確
に
示
そ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
し
た
倭
国
の
独
自
の
対
中
国
外
交
の
背
景
に
、
倭
の
五
王
以
後
、
中
国
へ
の
遣
使
が
途
絶
え
て
い
た
時
期
に
成
立
し
た
、
倭
国
の
み
を
中

（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

心
と
し
た
　
「
天
下
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
西
嶋
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
山
尾
氏
が
指
摘
さ
れ
た
倭
国
独
自
の
　
「
天
」
観
念
も
、

お
そ
ら
く
は
こ
の
　
「
天
下
」
観
念
と
も
関
連
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
腸
帝
宛
て
国
書
の
　
「
天
子
」
　
は
、
中
国
に
お
け
る
　
「
天
子
」
本
来
の
意
味
で
あ
る
天
帝
の
子
に
擬
さ
れ
た
存
在
と
全
く
異
な
る
も

の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
倭
国
の
み
を
中
心
と
し
た
　
「
天
下
」
　
の
支
配
者
と
し
て
の
　
「
天
子
」
　
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
中
国
の

「
天
子
」
　
に
は
な
い
、
独
自
の
　
「
天
」
　
観
念
と
そ
れ
を
背
景
と
し
た
天
孫
降
臨
神
話
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
天
上
の
神
々
の
系
譜
に
連
な
る
存
在
と

い
う
意
味
で
の
　
「
天
の
子
」
　
と
い
う
二
重
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
が
、
「
あ
ま
く
だ
ら
れ
た
お
か
た
」

と
し
て
の
　
「
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
開
皇
二
十
年
の
　
「
阿
輩
難
弥
阿
毎
多
利
思
比
孤
」
と
、

大
業
三
年
の
　
「
天
子
」
　
と
は
、
倭
国
の
支
配
層
の
意
識
に
お
い
て
は
、
矛
盾
な
く
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
倭
国
の
支
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配
層
の
意
識
に
お
い
て
、
倭
国
の
大
王
を
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
　
「
天
子
」
と
と
ら
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
異
質
の
存
在
で
あ
る
中
国
の

天
子
と
も
並
立
し
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
　
「
日
出
処
天
子
」
　
「
日
没
処
天
子
」
　
と
い
う
表
記
と
な
っ
て
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
倭
国
独
自
の
観
念
に
基
づ
く
　
「
天
子
」
　
号
の
使
用
が
晴
に
受
け
容
れ
ら
れ
よ
う
は
ず
も
な
く
、
天
下
に
一
人
、
中
国
皇
帝
以
外
に
あ
り

え
な
い
　
「
天
子
」
　
を
称
し
た
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
腸
帝
の
不
興
を
か
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
　
日
ソ
　
に

は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
君
主
号
の
変
化
は
王
権
の
あ
り
方
、
国
家
の
あ
り
方
の
変
化
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
変
化
を
も
た

ら
し
た
要
因
と
し
て
は
、
国
内
的
契
機
と
国
際
的
契
機
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
契
機
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
相

（カ）

互
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
統
合
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
考
察

を
進
め
た
。
ま
ず
、
「
天
皇
」
－
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
以
前
の
君
主
号
は
　
「
大
王
」
1
「
オ
オ
キ
ミ
」
　
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、

次
に
、
『
晴
書
』
に
見
え
る
　
「
阿
輩
難
弥
」
　
「
阿
毎
多
利
息
比
孤
」
　
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
、
語
の
成
立
の
背
景
、
「
天
子
」
　
号
の
使
用
と
の
関
連

な
ど
を
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
大
王
」
　
「
オ
オ
キ
ミ
」
　
か
ら
　
「
天
皇
」
　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
へ
の
変
化
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思

う
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
「
大
王
」
　
「
オ
オ
キ
ミ
」
　
か
ら
　
「
天
皇
」
　
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
　
へ
の
変
化
の
全
体
を
考
え
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

42



［註］（
1
）
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
に
的
確
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
東
野
治
之
　
「
「
大
王
」
号
の
成
立
と
　
「
天
皇
」
号
」
　
（
上
田
正
昭
ほ
か
編
『
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
　
下
』
光
文
社
、
一
九
八
〇
年
）
。
森
公
章
「
「
天
皇
」
号
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
四
一
八
、
一
九
八
三
年
）
、
「
天
皇

号
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
　
（
『
古
代
史
研
究
の
最
前
線
1
　
政
治
・
経
済
編
（
上
）
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。

（
2
）
栗
原
朋
信
「
東
ア
ジ
ア
史
か
ら
み
た
　
「
天
皇
」
号
の
成
立
」
　
（
同
氏
『
上
代
日
本
対
外
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
。

（
3
）
古
く
は
、
津
田
左
右
吉
「
天
皇
考
」
　
（
『
津
田
左
右
吉
全
集
　
3
　
日
本
上
代
史
ノ
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
。
最
近
で
は
、
小
林
利
男
「
王
・
大

王
号
と
天
皇
号
・
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
考
」
　
（
同
氏
『
古
代
天
皇
制
の
基
礎
的
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）
。
坂
上
康
俊
「
大
宝
律
令
制
定
前
後
に
お
け

る
日
中
間
の
情
報
伝
播
」
　
（
『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
　
2
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
）
　
な
ど
。

（
4
）
本
位
田
菊
士
　
「
「
大
王
」
か
ら
　
「
天
皇
」
　
へ
」
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
八
九
、
一
九
八
一
年
）
。

（
5
）
山
尾
幸
久
「
古
代
天
皇
制
の
成
立
」
（
『
天
皇
制
と
民
衆
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
。
な
お
、
同
氏
は
、
の
ち
に
天
武
朝
成
立
説
に
修
正
さ
れ
て

い
る
（
同
氏
「
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
の
考
察
－
「
天
皇
」
制
創
出
期
の
政
治
と
思
想
－
」
　
（
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
九
七
、
大
和
書
房
、
一
九
九
八

年））。

（
6
）
渡
辺
茂
「
古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二
、
三
の
試
論
」
　
（
『
史
流
』
八
、
一
九
六
七
年
）
。
及
び
、
前
掲
註
（
1
）
　
の
諸
論
文
。

（
7
）
　
佐
藤
宗
詳
　
「
「
天
皇
」
　
の
成
立
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
一
七
六
、
一
九
七
七
年
）
。

（
8
）
前
掲
註
　
（
1
）
森
論
文
。

（
9
）
　
西
郷
信
綱
　
「
ス
メ
う
、
、
、
コ
ト
考
」
　
（
同
氏
『
神
話
と
国
家
』
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）
。

（
1
0
）
　
「
帝
」
号
使
用
は
前
掲
註
（
6
）
渡
辺
論
文
。
「
天
王
」
号
使
用
は
、
角
林
文
雄
「
日
本
古
代
の
君
主
の
称
号
に
つ
い
て
」
　
（
同
氏
『
日
本
古
代
の
政
治
と
経
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済
』
、
一
九
八
九
年
）
。
以
下
、
両
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
1
1
）
鎌
田
元
一
「
大
王
に
よ
る
国
土
の
統
二
」
　
（
岸
俊
男
編
『
日
本
の
古
代
　
6
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）
。

（
1
2
）
前
掲
註
（
1
）
森
論
文
。

（
1
3
）
前
掲
註
　
（
n
）
　
鎌
田
論
文
。

（
M
）
前
掲
註
（
3
）
　
小
林
論
文
。

（
1
5
）
前
掲
註
　
（
2
）
　
栗
原
論
文
、
前
掲
註
（
5
）
　
山
尾
　
「
古
代
天
皇
制
の
成
立
」
。

（
1
6
）
前
掲
註
　
（
5
）
　
山
尾
　
「
古
代
天
皇
制
の
成
立
」
。

（
1
7
）
　
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
私
見
を
ふ
ま
え
て
、
「
阿
輩
雛
弥
」
　
に
つ
い
て
　
「
オ
オ
キ
、
、
、
」
　
「
ア
メ
キ
ミ
」
　
の
い
ず
れ
と
す
る
の
が
妥

当
か
で
あ
る
が
、
「
ア
メ
キ
ミ
」
　
「
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
　
で
は
同
義
反
復
に
な
る
こ
と
と
、
本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ア
メ
キ
ミ
」
　
が
倭
国
内
で
君
主

号
と
し
て
使
用
さ
れ
た
確
実
な
史
料
が
見
出
せ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
オ
オ
キ
ミ
」
　
と
考
え
た
い
。

（
1
8
）
　
同
氏
『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。

（
1
9
）
　
「
六
～
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
　
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
2
　
古
代
2
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
。
同
氏
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
。

（
2
0
）
前
掲
註
　
（
1
8
）
　
同
氏
著
書
。

（
2
1
）
前
掲
註
　
（
柑
）
　
同
氏
著
書
。

（
㌶
）
前
掲
註
（
5
）
　
「
古
代
天
皇
制
の
成
立
」
。

（
㌶
）
　
石
母
田
氏
前
掲
註
　
（
建
）
著
書
。
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付
　
記

本
稿
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
〇
日
に
奈
良
教
育
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
修
士
論
文

提
出
と
前
後
し
て
、
熊
谷
公
男
氏
の
著
書
『
大
王
か
ら
天
皇
へ
　
日
本
の
歴
史
0
3
』
（
講
談
社
）
　
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
の
論
点
と
深
く
関
わ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

本
来
な
ら
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
再
考
す
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
熊
谷
氏
の
海
容
を
お
顔
い
す
る
と
と
も

に
、
読
者
諸
賢
に
は
氏
の
著
書
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
。

（
奈
良
教
育
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
二
〇
〇
〇
年
度
修
了
）




